
南部公民館利用の手引き 

 

1.目的 

公民館は、サークルやグループの学習活動、芸術・文化活動や健康づくりなどの活動を

行う社会教育施設として、広く市民にご利用いただき、豊かな人間性と新しいコミュニテ

ィーを育むことを目的として運営しています。 

 

 

 ２．開館時間・休館日 

開館時間：午前９時~午後１０時（受付は、午後５時００分まで） 

休館日：１２月２８日~１月４日 

＊ ただし臨時に休館する場合があります。 

予約受付時間：月曜～土曜、午前９時～午後５時 

  

 ３．利用者の資格・利用の制限 

 (1) 利用できるのは、基本的には団体（グループ）の活動に限ります。 

 (2) 社会教育を推進する施設であり、営利目的の活動、特定の政党の利害に関する活動、

特定の宗教を支持する活動等はできません。 

 (3) 活動の主体は市民による自主活動であり、講師・先生等を主体とした私塾的活動（教

室）はできません。 

 (4) 公の秩序や善良の風俗を乱すと判断した場合には、利用をお断りする場合があります。 

 (5) その他、管理上支障が生じるため利用できない場合があります。 

(6)  連続して６日を越える利用はできません。 

 

 

 ４．利用時の注意 

 (1) 許可を受けた目的以外で利用しないでください。 

 (2) 利用時間を厳守してください。（準備・後片付けは、利用時間に含まれます。）30 分

以上延長した場合は別途料金が必要です。 

 (3) 公民館の備品を必要に応じて貸し出しします。借用備品は、利用後必ず事務所に返却

してください。 

 (4) 備品の利用や照明・音響操作等は利用者で行っていただきますので、利用方法がわか

らない場合は、事前に公民館で確認してください。 

(5)  公民館でできる活動は施設内の設備・備品で対応できる活動に限られます。やむをえ

ず公民館にない器具を持ち込んで利用する場合は、必ず事前に公民館へご相談くださ



い。電気器具の場合は器具１個あたり 100 円の電気代が必要です。この使用料は、9

時から 13 時、13 時から 18 時及び 18 時から 22 時の区分を以てそれぞれ１回として

計算します。 

(6)  施設や備品を汚損・破損等された場合、公民館に届けてください。（賠償をお願いす

ることがあります。） 

 (7) 冷暖房の入・切は、直接、事務所に連絡してください。別途空調使用料が必要です。 

 (8) 利用後は、机・イスなどの物品を元に戻し、簡単な清掃をしてください。 

    その後、窓口にて「施設利用報告書」を記載し、公民館事務所に提出してください。 

 (9) 全館禁煙です。喫煙館外の所定の場所でお願いします。 

(10) 指定した部屋以外での飲食は禁止です。 

(11)  大勢の方が出入りされる施設です。団体及び個人の持ち物は利用者の責任において管

理してください。盗難、紛失については一切責任を負いません。 

 

 

５．利用の申し込み・キャンセル 

 (1) 利用日の３ヶ月前の月初（日曜日の場合はその翌日）から使用日の３日前までの間に、

利用料金と併せて利用許可申請書を事務所に提出してください。 

   受付時間は午前９時から午後５時までです。 

利用の申し込みは電話、インターネット（事前に事務所でＩＤ・パスワードの発行

が必要）で可能ですが、必ず使用日まで（月～土曜日）に利用料金を納付してくだ

さい。 

 (2) 施設の使用を取り消されるときは、直ちに使用許可変更（取消）届に使用許可書を添

えて公民館へ提出してください。 

申込み後１０日以内に申込みの取消をする場合は、利用料金を全額お返しします。 

   （ただし使用前 20 日までに限ります） 

使用日の３日前までに使用を取消した場合は使用料の８割を返金、使用日の２日前

以降の取消は使用料の全額を徴収します。 

 申込後 10 日  ３日前   

申込日  使用料の発生 使用日 

予約申込    施設使用 

 取消可能 

期間 

使用料の２割 使 用 料

全額 

 

但し使用前 20 日までに限る 

 

 

 



(3)  使用内容を変更される場合は、使用許可変更（取消）届に使用許可書を添えて公民館

へ提出してください。利用料に差額が生じる場合については、その差額を納付又は

還付いたします。 

(4)  公共的な活動を目的とする団体が、公共的な活動のために利用する場合は、利用料金

が免除される場合があります。この場合は、利用料金免除申請書を申請書提出時に

併せて提出してください。 

 

 

6.利用料金 

（1）基本料金 

                          （単位 円） 

使用時間 使 用 料 の 額 

区分 

午前 午後 夜間 午前～ 

午後 

午後～ 

夜間 

全日 

９時から

12時まで 

13時から

17時まで 

18時から

22時まで 

９時から

17時まで 

13時から

22時まで 

９時から

22時まで 

農事青年研修室 500 800 1,000 1,300 1,800 2,300 

農事研修室Ａ 600 900 1,100 1,500 2,000 2,600 

農事研修室Ｂ 600 900 1,100 1,500 2,000 2,600 

和室Ａ 800 1,000 1,300 1,800 2,300 3,100 

和室Ｂ 800 1,000 1,300 1,800 2,300 3,100 

農産加工 

実習室 
800 1,200 1,500 2,000 2,700 3,500 

農産加工 

第二実習室 
400 600 750 1,000 1,350 1,750 

多目的ホール １時間につき1,100 

多目的ホール 

（ﾌﾛｱ） 
１時間につき 800 

 

使用時間を超過して使用するときは、１時間当たりの算出料金を加算し、30分以上は 

１時間とみなします。（ただし、100円未満は切り上げとする。） 

 

 

 

 



（2） 特別使用料 

・ 空調を使用するときは、空調管理料として基本使用料の５割の額を加算します。 

・ 電気器具の場合は器具１個あたり 100 円の電気代が必要です。この使用料は、9 時か

ら 13 時、13 時から 18 時及び 18 時から 22 時の区分を以てそれぞれ１回として計

算します。 

 

7.施設のバリアフリー情報 

駐車場 

敷地内 

通路 

（建物前） 

主な外部 

出入口 

トイレ 誘導案内 昇降設備 
乳幼児 

コーナー 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明 

南側出入口はスロープがあり、車いすにも対応できます。 

・車いす用トイレは１階にございます。 

・聴覚しょうがい者のための筆談ボードが受付に備え付けてあります。 

 

凡例 

 

設備がある

場合 

（青色表示） 
 

設備がない

場合 

（灰色表示） 


